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「J ∞ QUALITY 商品認証事業」の流れ

　「J∞ QUALITY 商品認証事業」は、「安全・安心・コンプライアンス企業認証」と「縫

製企業認証」という 2つの企業認証を前提にしつつ、商品ごとの「J∞ QUALITY

商品認証」を行うという 2段階の認証事業となる。イメージ図は以下のとおり。

　　　　　

　

※認証主体は、第 1段階、第 2段階のいずれも日本ファッション産業協議会

あらかじめ企業認証を取得しておくことが必要

織布・編立企業、染色整理加工企業、
縫製企業、企画・販売企業

縫製企業

最終商品を企画・販売するアパレル、商社、織布、編立、

染色整理加工、縫製企業等

第
１
段
階

第
２
段
階

Ｊ∞QUALITY商品認証（商品認証・シーズンごと）

安全・安心・コンプライアンス企業認証 縫製企業認証

上記認証企業が

織布・編立、染色整理加工、縫製を行った商品が

「J∞QUALITY商品認証」の対象
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１．安全・安心・コンプライアンス企業認証基準

安全・安心・コンプライアンス企業認証基準は、工程ごとに下記に定める。

（１）織布・編立工程

（２）染色整理加工工程

法令遵守 消費者に信頼される企業管理・運営を行うため、労働

基準法や労働安全衛生法等の法令を遵守している｡

環境保全 当社の近隣及び消費者に信頼される企業管理・運営を

行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び騒

音規制法等の法令を遵守している。

法令遵守 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律や化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の法令

を遵守している。

安心に
関する
事項

安全に
関する
事項

法令遵守 消費者に信頼される企業管理・運営を行うため、労働

基準法や労働安全衛生法等の法令を遵守している｡

環境保全 当社の近隣及び消費者に信頼される企業管理・運営を

行うため、水質汚濁防止法等の法令を遵守している。

法令遵守 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律や化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の法令

を遵守している。

安心に
関する
事項

安全に
関する
事項

1/3



©JAPAN FASHION INDUSTRY COUNCIL ALL RIGHT RESERVED

（３）縫製工程

（４）企画・販売工程

２．縫製企業認証基準

法令遵守 家庭用品品質表示法や不当景品類及び不当表示法等

の法令を遵守している。消費者に信頼される企業管

理・運営を行うため、労働基準法や労働安全衛生法

等の法令を遵守している｡

消費者対応 消費者クレームを受け付ける窓口がある。

法令遵守 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律等

の法令を遵守している。

安心に
関する
事項

安全に
関する
事項

職場環境 

材料・

製品管理

裁断・

縫製

検品 

危険物管理 

5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）ができており、製品品質に

影響を及ぼす設備や機器等の作業環境が整っている。

製品の汚れ、シワ、キズの発生を防止するための適切な管理が

されている。

裁断・縫製が仕様書や型紙等の指示に対し、正確に行われてい

る。製品の汚れ、シワ、キズの発生を防止するための機器の管

理や製品の取扱いが確実に行われている。

針等の異物混入を防止するための管理手法が整備されている。

中間検査、最終検査を一定の基準に則り、確実に実施している。

法令遵守 消費者に信頼される企業管理・運営を行うため、労働

基準法や労働安全衛生法等の法令を遵守している｡

環境保全 当社の近隣及び消費者に信頼される企業管理・運営を

行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の法

令を遵守している。

法令遵守 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律や化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の法令

を遵守している。

安心に
関する
事項

安全に
関する
事項
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３．J ∞ QUALITY 商品認証基準

（１）ものづくりの情熱

　審査対象商品について、消費者の共感を呼ぶようなコンセプトやストーリー性

のある「こだわり」について記述があるかどうかを審査する。

＜例＞

・商品開発に要した歴史や努力、それらが企画内容にどのように反映されたかにつ

いての記述

・経営者、製造従事者、クリエイター等の商品に対する思いと、消費者への訴求ポ

イントに関する記述

・製造手法・設備の独自性（歴史、あるいは革新性）に関する記述

（２）トレーサビリティ、及び安全・安心

　織布・編立、染色整理加工、縫製、企画・販売を行った企業が、全て「安全・安心・

コンプライアンス企業認証」「縫製企業認証」を取得しているかどうか、また、そ

れぞれの生産・加工工程が国内で行われているかどうか、J∞ QUALITY 商品認証

審査申請書をもって確認する。

（３）仕上がりの精緻さ・丁寧さ

　以下のような視点から商品特性について記述があるかどうか、また独自の優位

点を所持していると認められるかどうかを審査する。

＜例＞

・縫製の正確さ

・肌触りの良さ

・着心地の良さ

・色合いの鮮度

・風合

・堅牢性

　この他、不当景品類及び不当表示法で禁止されている誇大広告等の記述がない

か、人権侵害につながる記述がないかについても、審査する。
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